
別記様式第 4号 

会 議 等 結 果 報 告 書 

文書番号 指定管理者選定委員会 1757  
会議区分 会 議 ・ 打合せ ・ 協 議 

決裁期日 平成２１年１１月２６日 

名 称 平成２１年度第２回上富良野町指定管理者選定委員会 

日 時 平成２１年１１月２６日（木） １３時００分～１４時０５分 

場 所 上富良野町役場 ２階 審議室 

出席者 

委 員：（1-4 号指定委員）総務課長、保健福祉課長、会計課長、(5 号施設委員) 建設水道課
長 

説明員：かみふらの十勝岳観光協会事務局長、建設水道課長、技術審査担当課長 
事務局：総務課総務班主幹、担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

平成 19 年度からすでに指定管理者制度により管理をしている施設「見晴台公園」につい

て指定期間が平成 21 年度で終了することから、平成 22 年度から指定管理者として指定する

候補者の選定について、公募によらず選定することとしたので選定委員会を開催し候補者の

決定を行った。 

１ 委員長あいさつ 

前回の選定委員会で公募によらず指定管理者の候補として選定した者から申請書類の

提出があったので出席いただいている説明員及び候補となろうとする者から、提出書類に

ついて説明願い適否について最終決定したい。 

２ 公募によらない指定管理者の候補の選定について 

担当：提出された必要書類について不備はない。別紙資料に基づき骨格等概要説明。  

協会：業務計画及び収支計画について説明。 

委員長：各委員から質疑があれば出してもらいたい。 

〈各委員質疑及び回答〉 

委員：公以外の料金徴収はどうなるのか？ 

協会：3年間の実績では、募集したが商業行為を行うことがなかった。朝市などが入ってく

れば条例に基づき徴収するが、実績がないため収入としてみていない。商業行為につい

てはシーニックデッキまでの動線が悪いため、開発に要請しているが時期は未定。また、

協会会員からは完結(その場所で)することはやめてほしい。情報発信をメインとして町

内の店へ誘導したい。 

委員:５～９月まで営業しているのか?９月の日曜日に開いていなかったとの話があった。 

協会：営業しないことはない。風が強いときには扉を閉めることがある。わかるよう掲示し



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

 

たい 

委員：アイス、ジュースなどの売上げが計上されていないが？ 

協会：人件費が出るほどの売り上げがない。補修などの経費に充てたい。 

委員：収入に計上して明確にすべきでは？ 

協会:その他の項目に計上して明確にする。案内所情報更新経費などに充てる。 

委員：他との連携事業について 

協会：①H22.6.27 300 人規模自転車のツーリング予定(JAL セールス・マルチスポーツ)。

   ②ヘルシーウオーキングフォーラム開催予定。 

委員：他に管理実績はあるのか？ 

協会：深山峠、千望峠の管理を行っている。 

委員長：質疑が出尽くしたので、観光協会には退席を願い、選定審査を行なう。 

≪観光協会退席≫ 

委員長：候補となろうとする者は、公募によらない事前の協議により 1 法人となっている

が、総合点数方式により適性について審査することを提案するが、意見はあるか。 

委員：異議なし。 

委員長：少しの時間をとるので、配布している採点票に評点を記入のうえ提出願う。 

≪各委員評点記入・事務局集計≫ 

事務局：採点票の集計が終わり、個別項目で「劣る」とする 2 点以下を評点した委員はな

く、36 点未満の評点をした委員はいなかった。また、評点総合計は 181 点（75.4％）

で、全項目を普通とした場合の総合計 144 点を超えた評点となっている。 

委員長：報告のとおり、候補者とすることに支障はないと判断できるので、「社団法人 か

みふらの十勝岳観光協会」を候補とすることに異議はないか。 

全委員：異議なし 

委員長：当委員会の総意として、「社団法人 かみふらの十勝岳観光協会」を候補とするこ

とに異議はないことを決定する。以上で散会する。 

 

付記事項：選定結果は別紙「上富良野町公の施設に係る指定管理者選定結果について(報

告)」により所管に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 


